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令和５年度 江井島中学校での生活のきまり 
 

  

 
 
 

 

１．登下校について  

  ○登校後、手洗いをして余裕を持って着席できるよう、8:10 には校門を通過しましょう。8:15

の予鈴で校門を通過できていない生徒を生活委員が点検し、担任の先生に報告します。 

  ○8:20 の本鈴で席に座っていない場合は遅刻です。 

  （落ち着いて朝の読書を始めよう） 

○クラブ活動や学校の用事がない人はすみやかに下校しましょう。 

○休日や放課後に学校に来る場合は、必ず徒歩で制服か体操服、部活動で指定された服で登校し 

 ましょう。（私服で学校へ来てはいけません） 

 ２．授業について  

  ○チャイム前着席を守り授業の開始に遅れないようにしましょう。 

  （チャイムが鳴る２分前に席に座りましょう） 

  ○授業中は勝手な行動をとったり、私語をしたりせず学習に励みましょう。 

  （みんなが不快に思うような行動はやめましょう） 

  ○保健室に行く場合は、職員室に必ず寄って学年の先生に自分で事情を伝えてから行くようにし

ましょう。（特別教室での授業は注意しましよう） 

○他学年の階や教室の前を通ることはできません。 

○昼の予鈴(13:25)が鳴ったら授業の準備をして、すみやかに着席をしましょう。 

（トイレは予鈴までに済ませておきましょう） 

 ３．服装・身だしなみ・マナーについて  

  ○カッターシャツやブラウスの裾はきちんと入れましょう。 

  ○ズボンをずらしてはいたり、スカートを短くしてはいたりしてはいけません。 

  （黒のベルトをしっかりと締め、スカートの裾は膝が隠れる長さにしましょう） 

  ○名札を左胸につけましょう。 

  ○靴や上靴のかかとを踏んだり落書きをしたりしないようにしましょう。 

  ○アクセサリー類（ミサンガ・ネックレス・ピアス・指輪など）は禁止です。 

  ○香水など匂いのする物はつけてはいけません。また、化粧やマニキュア・ペディキュア等も禁 

   止です。 

  ○制服を着ているときは白を基調とした肌着を着ましょう。 

    ※ワンポイントは可。冬季のみ、防寒対策として黒色・紺色・グレーのシャツ可。 

    ※カッターシャツ・ブラウスの下に体操服や部活動のＴシャツは不可。ハイネックは不可。 

  ○靴下は白・黒・紺のスクールソックスとし、ワンポイントやライン入りは禁止です。 

※足首が見える極端に短いソックスはやめましょう。防寒対策として、ベージュまたは黒のス 

トッキングは着用可。ストッキング着用時は靴下を履かなくてもよい。 
○登下校の靴は運動のしやすいランニングシューズとします。靴の色の指定はありません。 

※原則、ひも靴を使いましょう。（特別な理由がある場合は申し出て下さい） 

※ハイカット、スニーカー、スリッポン、エナメル素材、厚底、踵のない物は禁止です。 

  ○防寒対策に着用するセーター（ベストも可・カーディガンは不可）は黒か紺のＶネックのみと

します。裾や袖は、きちんと入れましょう。 

   ※ワンポイントやライン入りは禁止です。 

  ○防寒対策として登下校時にマフラー・ネックウォーマーを着用してもよい。 

   ※教室内では外しましょう。 

○制汗スプレーは禁止です。汗ふきシート、ハンドクリーム、リップクリームは、無香料のみ可 

私たちは、有意義な中学校生活を送ることを目標に、毎日学習や諸活動を続けています。この目標を達成す

るためには、私たち全員が確かめ合う約束が必要です。それが、生活のきまりです。生活のきまりは、江井島
中学校の生徒のあるべき姿として学校が定めた「校則」と、生徒の総意にゆだねられ、自分たちの生活を見
つめる中から約束ごととしてまとめられています。みんなでよく理解し、しっかり守って楽しく豊かな中学校生

活を創造しましょう。 



 とします。 

  ○眉毛を剃って細くしてはいけません。 

 ４．頭髪について  

  ○染色・脱色はしてはいけません。整髪料などもつけてはいけません。 

○前髪は自然な状態で目にかからないようにしましょう。 

○ツーブロックは頭頂部だけ頭髪を残した極端な髪型（モヒカンなど）は控えましょう。 

○頭髪の一部を刈り込んだり（ライン入り）、左右で髪の長さが違う（アシンメトリー）、 

頭頂部にのみ頭髪を残す（モヒカン）などは禁止です。 

○髪の毛が肩にかかっている人は黒色か紺色か茶色のゴムで１つか２つにくくりましょう。 

髪をくくる場合は、頭頂部より下でくくりましょう。 

○前髪が目にかかったり、横に垂れてしまう場合は耳にかけるかピンでとめましょう。 

※ヘアピンは黒色か紺色か茶色のみ可。幅の広いヘアピンは不可。※編み込みは禁止。 

 ５．不要物について  

  ○学校に不要物は持ってきてはいけません。 

   ※携帯電話などの不要物所持がわかり次第、全て預かり保護者に引き取りに来てもらいます。 

  ○アメ・ガムなどのおやつ類は、絶対に学校に持ってきてはいけません。 

○不必要なお金や財布は持ってきてはいけません。 

 ６．飲み物について  

  ○学校に持ってきてよい飲み物は、お茶と水だけとします。ペットボトルに入れてきてもかまい 

      ませんが中身はお茶か水のみです。 

   ※休日や休業中、指定された期間はスポーツドリンク可とします。 

  ○持ってきたペットボトルは持ち帰りましょう。ゴミ箱に捨ててはいけません。 

 ７．カバンについて  

  ○中学生にふさわしく、どの場所（受験）にも対応できるものとしましょう。 

  ○カバンは機能面を考えて選びましょう。手ぶらや紙袋だけなどの登校は禁止です。教科書類が 

      全て入るカバンで登校しましょう。 

  ○通学カバンに入りきらないものはサブバッグ（トートバッグ等）に入れても構いません。 

  ○カバンにキーホルダーやお守り等はつけてはいけません。 

 ８．昼食について  

  ○給食時に必要な物を忘れないようにしましょう。 

  ○決められた時間まで教室で静かに待ちましょう。 

  〇給食時のルールを守ってみんなで楽しく食事をしましょう。 

 ９．職員室の出入りについて  

  ○職員室への、生徒の入室は禁止です。用事のある時は職員室の入り口で用件を告げましょう。 

   ※８：１０～８：２０は職員室に来てはいけません。 

 １０．欠席・遅刻について   

○やむをえず欠席または遅刻をする場合は、学校（９１８－５８８５）に７：４５～８：１０ま 

  でに保護者に連絡してもらいましょう。（友だち同士の連絡は認めません） 

  ○遅刻した場合は直接教室へ行かず、必ず職員室に行き学年の先生に伝えます。 

 １１．早退について   

   ○早退をする場合は、保護者が迎えに来ることを原則とします。 

 １２．その他   

  ○ルールやマナーが守れないときは、保護者に連絡をします。 

  ○物を壊したときには弁償をしてもらいます。(ガラス・扉など) 

○インターネットや携帯電話などの使い方に注意しましょう。思わぬところで被害者になった 

  り加害者になったりしてしまいます。 

  ○法に触れる行為（万引き・喫煙・飲酒・暴力行為・器物損壊・無免許運転…その他）を起こし 

      た時は、学校は関係機関(警察など)に連絡をする義務があります。 

社会のルールは他の人のためにだけでなく、あなたのためにもあります。生活のきまりも含め、

しっかりとルールを守り、みんなで安心・安全に過ごせる学校にしていきましょう。 

  ※生活のきまりに記載されていなくても常識的なルールやマナーを守りましょう。 


